
号

外

一�
令

和

三

年
十
二
月
二
十
一
日

���������������
目

次

条

例

○
清
流
の
国
ぎ
ふ
森
林
・
環
境
税
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例

(

税

務

課)

二
ペ
ー
ジ

○
水
質
汚
濁
防
止
法
に
基
づ
く
排
水
基
準
を
定
め
る
条
例
の
一
部
を
改

正
す
る
条
例

(

環
境
管
理
課)

二

○
岐
阜
県
土
木
関
係
手
数
料
徴
収
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例

(

住

宅

課)

三

○
岐
阜
県
警
察
関
係
手
数
料
徴
収
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例
(

生
活
安
全
総
務
課)

五

◇
清
流
の
国
ぎ
ふ
森
林
・
環
境
税
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例

(

条
例
第
三
九
号)

一

清
流
の
国
ぎ
ふ
森
林
・
環
境
税
に
つ
い
て
、
そ
の
適
用
期
間
を
五
年
延
長
す
る
こ
と
と
し
た
。

(

第
二
条
及
び
第
三
条
関
係)

二

そ
の
他
所
要
の
規
定
の
整
理
を
行
う
こ
と
と
し
た
。

三

こ
の
条
例
中
一
は
公
布
の
日
か
ら
、
二
は
令
和
四
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
こ
と
と
し
た
。

◇
水
質
汚
濁
防
止
法
に
基
づ
く
排
水
基
準
を
定
め
る
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例

(

条
例
第
四

〇
号)

一

｢

排
水
基
準
を
定
め
る
省
令｣

で
定
め
ら
れ
て
い
る
カ
ド
ミ
ウ
ム
及
び
そ
の
化
合
物
に
係
る

排
水
基
準
値
が
、
条
例
で
上
乗
せ
し
て
い
る
基
準
値
と
同
じ
に
な
る
こ
と
に
伴
い
、
条
例
の
上

乗
せ
基
準
を
廃
止
す
る
こ
と
と
し
た
。(

別
表
第
四
関
係)

二

こ
の
条
例
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
こ
と
と
し
た
。

◇
岐
阜
県
土
木
関
係
手
数
料
徴
収
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例

(

条
例
第
四
一
号)

一

｢

住
宅
の
質
の
向
上
及
び
円
滑
な
取
引
環
境
の
整
備
の
た
め
の
長
期
優
良
住
宅
の
普
及
の
促

進
に
関
す
る
法
律
等
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律｣

の
施
行
に
伴
い
、
長
期
優
良
住
宅
の
普
及
の

促
進
に
関
す
る
事
務
に
係
る
手
数
料
に
つ
い
て
、
次
の
と
お
り
規
定
の
整
備
を
行
う
こ
と
と
し

た
。(

別
表
第
一
関
係)

１
｢

長
期
優
良
住
宅
の
普
及
の
促
進
に
関
す
る
法
律｣

の
一
部
改
正
に
伴
い
、
認
定
長
期
優

良
住
宅
容
積
率
制
限
特
例
許
可
申
請
手
数
料
を
新
た
に
徴
収
す
る
こ
と
と
し
た
。

２

｢
住
宅
の
品
質
確
保
の
促
進
等
に
関
す
る
法
律｣

及
び｢

長
期
優
良
住
宅
の
普
及
の
促
進

に
関
す
る
法
律｣

の
一
部
改
正
に
伴
い
、
長
期
優
良
住
宅
建
築
等
計
画
認
定
申
請
手
数
料
及

び
長
期
優
良
住
宅
建
築
等
計
画
変
更
認
定
申
請
手
数
料
の
額
を
改
定
す
る
こ
と
と
し
た
。

二

こ
の
条
例
は
、
令
和
四
年
二
月
二
〇
日
か
ら
施
行
す
る
こ
と
と
し
た
。

( ) 令和３年12月21日 岐 阜 県 公 報 号 外 �１

○

○

岐

阜

県

公

報

号

外

毎
週

(

火
曜
日

金
曜
日)

発
行

(

休
日
に
当
た
る

と
き
は
翌
日)

令
和
三
年
十
二
月
二
十
一
日



◇
岐
阜
県
警
察
関
係
手
数
料
徴
収
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例

(

条
例
第
四
二
号)

一
｢

銃
砲
刀
剣
類
所
持
等
取
締
法｣

の
一
部
改
正
に
伴
い
、
次
の
と
お
り
規
定
の
整
備
を
行
う

こ
と
と
し
た
。(

別
表
第
一
関
係)

１

銃
砲
等
所
持
許
可
申
請
手
数
料
に
つ
い
て
、
ク
ロ
ス
ボ
ウ
の
所
持
の
許
可
の
申
請
に
対
す

る
審
査
を
対
象
に
加
え
、
手
数
料
の
名
称
を
銃
砲
刀
剣
類
等
所
持
許
可
申
請
手
数
料
に
改
め

る
こ
と
と
し
た
。

２

外
国
人
銃
砲
等
所
持
許
可
申
請
手
数
料
に
つ
い
て
、
国
際
競
技
に
参
加
す
る
外
国
人
に
係

る
ク
ロ
ス
ボ
ウ
の
所
持
の
許
可
の
申
請
に
対
す
る
審
査
を
対
象
に
加
え
、
手
数
料
の
名
称
を

外
国
人
銃
砲
刀
剣
類
等
所
持
許
可
申
請
手
数
料
に
改
め
る
こ
と
と
し
た
。

３

次
の
手
数
料
を
新
た
に
徴
収
す
る
こ
と
と
し
た
。

一�
ク
ロ
ス
ボ
ウ
取
扱
講
習
会
手
数
料

二�
ク
ロ
ス
ボ
ウ
所
持
許
可
証
記
載
申
請
手
数
料

三�
ク
ロ
ス
ボ
ウ
所
持
許
可
更
新
申
請
手
数
料

四�
ク
ロ
ス
ボ
ウ
射
撃
資
格
認
定
申
請
手
数
料

４

猟
銃
等
所
持
許
可
証
書
換
え
手
数
料
に
つ
い
て
、
ク
ロ
ス
ボ
ウ
の
所
持
に
係
る
許
可
証
の

書
換
え
を
対
象
に
加
え
、
手
数
料
の
名
称
を
猟
銃
等
ク
ロ
ス
ボ
ウ
所
持
許
可
証
書
換
え
手
数

料
に
改
め
る
こ
と
と
し
た
。

５

猟
銃
等
所
持
許
可
証
再
交
付
手
数
料
に
つ
い
て
、
ク
ロ
ス
ボ
ウ
の
所
持
に
係
る
許
可
証
の

再
交
付
を
対
象
に
加
え
、
手
数
料
の
名
称
を
猟
銃
等
ク
ロ
ス
ボ
ウ
所
持
許
可
証
再
交
付
手
数

料
に
改
め
る
こ
と
と
し
た
。

二

こ
の
条
例
は
、
令
和
四
年
三
月
一
五
日
か
ら
施
行
す
る
こ
と
と
し
た
。

条

例

清
流
の
国
ぎ
ふ
森
林
・
環
境
税
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例
を
こ
こ
に
公
布
す
る
。

令
和
三
年
十
二
月
二
十
一
日

岐
阜
県
知
事

古

田

肇

岐
阜
県
条
例
第
三
十
九
号

清
流
の
国
ぎ
ふ
森
林
・
環
境
税
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例

清
流
の
国
ぎ
ふ
森
林
・
環
境
税
条
例(

平
成
二
十
三
年
岐
阜
県
条
例
第
四
十
五
号)

の
一
部
を
次
の

よ
う
に
改
正
す
る
。

第
二
条
中｢

平
成
三
十
三
年
度｣

を｢

令
和
八
年
度｣

に
改
め
る
。

第
三
条
第
一
項
中｢

平
成
三
十
四
年
三
月
三
十
一
日｣

を｢

令
和
九
年
三
月
三
十
一
日｣

に
改
め
、

｢

若
し
く
は
各
連
結
事
業
年
度｣

を
削
り
、｢

第
五
十
二
条
第
二
項
第
四
号｣

を｢

第
五
十
二
条
第
二

項
第
三
号｣

に
改
め
る
。

附

則

こ
の
条
例
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。
た
だ
し
、
第
三
条
第
一
項
の
改
正
規
定(｢

平
成
三
十

四
年
三
月
三
十
一
日｣

を｢

令
和
九
年
三
月
三
十
一
日｣

に
改
め
る
部
分
を
除
く
。)

は
、
令
和
四
年

四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

水
質
汚
濁
防
止
法
に
基
づ
く
排
水
基
準
を
定
め
る
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例
を
こ
こ
に
公
布
す

る
。

令
和
三
年
十
二
月
二
十
一
日

岐
阜
県
知
事

古

田

肇

岐
阜
県
条
例
第
四
十
号

水
質
汚
濁
防
止
法
に
基
づ
く
排
水
基
準
を
定
め
る
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例

水
質
汚
濁
防
止
法
に
基
づ
く
排
水
基
準
を
定
め
る
条
例(

昭
和
四
十
六
年
岐
阜
県
条
例
第
三
十
三
号)

の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

別
表
第
一
水
素
イ
オ
ン
濃
度(

水
素
指
数)

の
欄
を
削
り
、
同
表
の
備
考
第
六
項
中｢施

設
及
び
｣

を｢施
設
､
｣

に
、｢あ

つ
て
は
､
｣

を｢あ
つ
て
は
｣

に
、｢つ

い
て
､
令
別
表
第
１
｣

を｢つ
い
て
､

同
表
｣

に
、｢す

べ
て
｣

を｢全
て
｣

に
改
め
、
同
表
の
備
考
第
七
項
中｢同

時
に
令
別
表
第
１
｣

を

｢同
時
に
同
表
｣

に
改
め
、
同
表
の
備
考
第
九
項
中｢同

表
｣

を｢こ
の
表
の
｣

に
改
め
る
。

別
表
第
二
水
素
イ
オ
ン
濃
度(

水
素
指
数)

の
欄
を
削
る
。

別
表
第
四
一
の
表
を
削
り
、
別
表
第
四
二
の
表
の
表
番
号
を
削
り
、
別
表
第
四
の
備
考
第
三
項
中

｢同
表
｣

を｢こ
の
表
の
｣

に
改
め
る
。

号 外 � 岐 阜 県 公 報 令和３年12月21日 ( )２



別
表
第
五
一�
揖
斐
川
水
域
の
表
の
備
考
第
三
項
中｢同

表
｣

を｢こ
の
表
の
｣

に
改
め
る
。

別
表
第
六
の
備
考
第
二
項
中｢令

別
表
第
１
｣

を｢同
表
｣

に
、｢､

１
日
｣

を｢１
日
｣

に
、｢､

す
べ
て
｣

を｢全
て
｣

に
改
め
、
同
表
の
備
考
第
三
項
中｢同

表
｣

を｢こ
の
表
の
｣

に
改
め
る
。

附

則

こ
の
条
例
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

岐
阜
県
土
木
関
係
手
数
料
徴
収
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例
を
こ
こ
に
公
布
す
る
。

令
和
三
年
十
二
月
二
十
一
日

岐
阜
県
知
事

古

田

肇

岐
阜
県
条
例
第
四
十
一
号

岐
阜
県
土
木
関
係
手
数
料
徴
収
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例

岐
阜
県
土
木
関
係
手
数
料
徴
収
条
例(

平
成
二
十
一
年
岐
阜
県
条
例
第
三
十
三
号)

の
一
部
を
次
の

よ
う
に
改
正
す
る
。

別
表
第
一
十
八
の
二
の
表
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

十
八
の
二

長
期
優
良
住
宅
の
普
及
の
促
進
に
関
す
る
法
律
の
施
行
に
関
す
る
事
務

( ) 令和３年12月21日 岐 阜 県 公 報 号 外 �３

一

長
期
優

良
住
宅
の

普
及
の
促

進
に
関
す

る
法
律

(

平
成
二

十
年
法
律

第
八
十
七

号
。
以
下

こ
の
表
に

お
い
て

｢

法｣

と

い
う
。)

第
五
条
第

事
務
の
内
容

長
期
優

良
住
宅

建
築
等

計
画
認

定
申
請

手
数
料

手
数
料

の
名
称

１

住
宅
の

品
質
確
保

の
促
進
等

に
関
す
る

法
律(

平

成
十
一
年

法
律
第
八

十
一
号)

第
五
条
第

一
項
に
規

定
す
る
登

録
住
宅
性

能
評
価
機

関(

以
下 区

分

ロ

一
戸

建
て
の

住
宅
以

外
の
住

宅
イ

一
戸
建
て
の
住
宅

一
棟
の
戸
数
が

五
を
超
え
十
以

下
の
も
の

一
棟
の
戸
数
が

五
以
下
の
も
の

一
件
に

つ
き

一
件
に

つ
き

一
件
に

つ
き 単

位

三
八
、
〇
〇
〇
円(

増

改
築
に
係
る
も
の
に
あ
っ

て
は
、
五
六
、
〇
〇
〇

二
四
、
〇
〇
〇
円(

増

改
築
に
係
る
も
の
に
あ
っ

て
は
、
三
五
、
〇
〇
〇

円) 一
四
、
〇
〇
〇
円(

増

築
又
は
改
築(
以
下
こ

の
表
に
お
い
て｢
増
改

築｣

と
い
う
。)

に
係

る
も
の
に
あ
っ
て
は
、

二
〇
、
〇
〇
〇
円)

額(

円)

一
項
か
ら

第
五
項
ま

で
に
規
定

す
る
長
期

優
良
住
宅

建
築
等
計

画
の
認
定

の
申
請
に

対
す
る
審

査

２

１
に
掲

げ
る
場
合

以
外
の
場

合 こ
の
表
か

ら
十
八
の

四
の
表
ま

で
に
お
い

て｢

登
録

住
宅
性
能

評
価
機
関｣

と
い
う
。)

が
交
付
す

る
同
法
第

六
条
の
二

第
五
項
に

規
定
す
る

確
認
書
若

し
く
は
住

宅
性
能
評

価
書
又
は

こ
れ
ら
の

写
し
を
添

付
す
る
場

合

ロ

一
戸

建
て
の

住
宅
以

外
の
住

宅
イ

一
戸
建
て
の
住
宅

一
棟
の
戸
数
が

五
を
超
え
十
以

一
棟
の
戸
数
が

五
以
下
の
も
の

一
棟
の
戸
数
が

三
百
を
超
え
る

も
の

一
棟
の
戸
数
が

二
百
を
超
え
三

百
以
下
の
も
の

一
棟
の
戸
数
が

百
を
超
え
二
百

以
下
の
も
の

一
棟
の
戸
数
が

五
十
を
超
え
百

以
下
の
も
の

一
棟
の
戸
数
が

二
十
五
を
超
え

五
十
以
下
の
も

の 一
棟
の
戸
数
が

十
を
超
え
二
十

五
以
下
の
も
の

一
件
に

つ
き

一
件
に

つ
き

一
件
に

つ
き

一
件
に

つ
き

一
件
に

つ
き

一
件
に

つ
き

一
件
に

つ
き

一
件
に

つ
き

一
件
に

つ
き

一
七
二
、
〇
〇
〇
円

(

増
改
築
に
係
る
も
の

一
一
〇
、
〇
〇
〇
円

(

増
改
築
に
係
る
も
の

に
あ
っ
て
は
、
一
六
二
、

〇
〇
〇
円)

五
〇
、
〇
〇
〇
円(

増

改
築
に
係
る
も
の
に
あ
っ

て
は
、
七
二
、
〇
〇
〇

円) 三
五
八
、
〇
〇
〇
円

(

増
改
築
に
係
る
も
の

に
あ
っ
て
は
、
五
三
六
、

〇
〇
〇
円)

三
一
六
、
〇
〇
〇
円

(

増
改
築
に
係
る
も
の

に
あ
っ
て
は
、
四
七
二
、

〇
〇
〇
円)

二
五
〇
、
〇
〇
〇
円

(

増
改
築
に
係
る
も
の

に
あ
っ
て
は
、
三
七
四
、

〇
〇
〇
円)

一
四
八
、
〇
〇
〇
円

(

増
改
築
に
係
る
も
の

に
あ
っ
て
は
、
二
二
一
、

〇
〇
〇
円)

九
八
、
〇
〇
〇
円(

増

改
築
に
係
る
も
の
に
あ
っ

て
は
、
一
四
六
、
〇
〇

〇
円)

六
二
、
〇
〇
〇
円(

増

改
築
に
係
る
も
の
に
あ
っ

て
は
、
九
二
、
〇
〇
〇

円) 円)



号 外 � 岐 阜 県 公 報 令和３年12月21日 ( )４

二

法
第
八

条
第
一
項

に
規
定
す

る
長
期
優

良
住
宅
建

築
等
計
画

の
変
更
の

認
定
の
申

請
に
対
す

長
期
優

良
住
宅

建
築
等

計
画
変

更
認
定

申
請
手

数
料

１

登
録
住

宅
性
能
評

価
機
関
が

交
付
す
る

住
宅
の
品

質
確
保
の

促
進
等
に

関
す
る
法

律
第
六
条

ロ

一
戸

建
て
の

住
宅
以

外
の
住

宅
イ

一
戸
建
て
の
住
宅

一
棟
の
戸
数
が

五
以
下
の
も
の

一
棟
の
戸
数
が

三
百
を
超
え
る

も
の

一
棟
の
戸
数
が

二
百
を
超
え
三

百
以
下
の
も
の

一
棟
の
戸
数
が

百
を
超
え
二
百

以
下
の
も
の

一
棟
の
戸
数
が

五
十
を
超
え
百

以
下
の
も
の

一
棟
の
戸
数
が

二
十
五
を
超
え

五
十
以
下
の
も

の 一
棟
の
戸
数
が

十
を
超
え
二
十

五
以
下
の
も
の

下
の
も
の

一
件
に

つ
き

一
件
に

つ
き

一
件
に

つ
き

一
件
に

つ
き

一
件
に

つ
き

一
件
に

つ
き

一
件
に

つ
き

一
件
に

つ
き

一
二
、
〇
〇
〇
円(

増

改
築
に
係
る
も
の
に
あ
っ

て
は
、
一
七
、
五
〇
〇

円) 七
、
〇
〇
〇
円(

増
改

築
に
係
る
も
の
に
あ
っ

て
は
、
一
〇
、
〇
〇
〇

円) 三
、
二
七
九
、
〇
〇
〇

円(

増
改
築
に
係
る
も

の
に
あ
っ
て
は
、
四
、

九
一
五
、
〇
〇
〇
円)

二
、
六
七
八
、
〇
〇
〇

円(
増
改
築
に
係
る
も

の
に
あ
っ
て
は
、
四
、

〇
一
三
、
〇
〇
〇
円)

一
、
八
七
六
、
〇
〇
〇

円(

増
改
築
に
係
る
も

の
に
あ
っ
て
は
、
二
、

八
一
一
、
〇
〇
〇
円)

一
、
〇
一
七
、
〇
〇
〇

円(

増
改
築
に
係
る
も

の
に
あ
っ
て
は
、
一
、

五
二
二
、
〇
〇
〇
円)

五
九
四
、
〇
〇
〇
円

(

増
改
築
に
係
る
も
の

に
あ
っ
て
は
、
八
八
八
、

〇
〇
〇
円)

三
三
四
、
〇
〇
〇
円

(

増
改
築
に
係
る
も
の

に
あ
っ
て
は
、
四
九
九
、

〇
〇
〇
円)

に
あ
っ
て
は
、
二
五
五
、

〇
〇
〇
円)

る
審
査

(

法
第
九

条
第
一
項

に
規
定
す

る
譲
受
人

を
決
定
し

た
場
合
又

は
同
条
第

三
項
に
規

定
す
る
管

理
者
等
が

選
任
さ
れ

た
場
合
に

お
け
る
変

更
の
認
定

の
申
請
に

対
す
る
審

査
を
除

く
。)

２

１
に
掲

げ
る
場
合

以
外
の
場

合 の
二
第
五

項
に
規
定

す
る
確
認

書
若
し
く

は
住
宅
性

能
評
価
書

又
は
こ
れ

ら
の
写
し

を
添
付
す

る
場
合

ロ

一
戸

建
て
の

住
宅
以

イ

一
戸
建
て
の
住
宅

一
棟
の
戸
数
が

五
以
下
の
も
の

一
棟
の
戸
数
が

三
百
を
超
え
る

も
の

一
棟
の
戸
数
が

二
百
を
超
え
三

百
以
下
の
も
の

一
棟
の
戸
数
が

百
を
超
え
二
百

以
下
の
も
の

一
棟
の
戸
数
が

五
十
を
超
え
百

以
下
の
も
の

一
棟
の
戸
数
が

二
十
五
を
超
え

五
十
以
下
の
も

の 一
棟
の
戸
数
が

十
を
超
え
二
十

五
以
下
の
も
の

一
棟
の
戸
数
が

五
を
超
え
十
以

下
の
も
の

一
件
に

つ
き

一
件
に

つ
き

一
件
に

つ
き

一
件
に

つ
き

一
件
に

つ
き

一
件
に

つ
き

一
件
に

つ
き

一
件
に

つ
き

一
件
に

つ
き

五
五
、
〇
〇
〇
円(

増

改
築
に
係
る
も
の
に
あ
っ

て
は
、
八
一
、
〇
〇
〇

二
五
、
〇
〇
〇
円(

増

改
築
に
係
る
も
の
に
あ
っ

て
は
、
三
六
、
〇
〇
〇

円) 一
七
九
、
〇
〇
〇
円

(

増
改
築
に
係
る
も
の

に
あ
っ
て
は
、
二
六
八
、

〇
〇
〇
円)

一
五
八
、
〇
〇
〇
円

(

増
改
築
に
係
る
も
の

に
あ
っ
て
は
、
二
三
六
、

〇
〇
〇
円)

一
二
五
、
〇
〇
〇
円

(

増
改
築
に
係
る
も
の

に
あ
っ
て
は
、
一
八
七
、

〇
〇
〇
円)

七
四
、
〇
〇
〇
円(

増

改
築
に
係
る
も
の
に
あ
っ

て
は
、
一
一
〇
、
五
〇

〇
円)

四
九
、
〇
〇
〇
円(

増

改
築
に
係
る
も
の
に
あ
っ

て
は
、
七
三
、
〇
〇
〇

円) 三
一
、
〇
〇
〇
円(

増

改
築
に
係
る
も
の
に
あ
っ

て
は
、
四
六
、
〇
〇
〇

円) 一
九
、
〇
〇
〇
円(

増

改
築
に
係
る
も
の
に
あ
っ

て
は
、
二
八
、
〇
〇
〇

円)



備
考

法
第
六
条
第
二
項(

法
第
八
条
第
二
項
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。)

の
規
定
に
よ

り
長
期
優
良
住
宅
建
築
等
計
画
が
建
築
基
準
関
係
規
定
に
適
合
す
る
か
ど
う
か
の
審
査
を
受
け
る

よ
う
申
し
出
よ
う
と
す
る
者
は
、
二
の
表
一
の
項
区
分
の
欄
に
掲
げ
る
区
分
に
応
じ
そ
れ
ぞ
れ
額

の
欄
に
掲
げ
る
額
の
手
数
料
を
併
せ
て
納
入
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

附

則

こ
の
条
例
は
、
令
和
四
年
二
月
二
十
日
か
ら
施
行
す
る
。

岐
阜
県
警
察
関
係
手
数
料
徴
収
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例
を
こ
こ
に
公
布
す
る
。

令
和
三
年
十
二
月
二
十
一
日

岐
阜
県
知
事

古

田

肇

岐
阜
県
条
例
第
四
十
二
号

岐
阜
県
警
察
関
係
手
数
料
徴
収
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例

岐
阜
県
警
察
関
係
手
数
料
徴
収
条
例(

平
成
二
十
一
年
岐
阜
県
条
例
第
四
十
号)

の
一
部
を
次
の
よ

う
に
改
正
す
る
。

別
表
第
一
六
の
表
一
の
項
中｢

銃
砲
等
の｣

を｢

銃
砲
等
又
は
刀
剣
類
の｣

に
、｢

銃
砲
等
所
持
許

可
申
請
手
数
料｣

を｢

銃
砲
刀
剣
類
等
所
持
許
可
申
請
手
数
料｣

に
改
め
、
同
表
三
の
項
中｢

猟
銃
等

の｣

を｢
猟
銃
及
び
空
気
銃
の｣

に
、｢

猟
銃
等
を｣

を｢

猟
銃
又
は
空
気
銃(

以
下
こ
の
表
に
お
い

て｢

猟
銃
等｣
と
い
う
。)

を｣

に
改
め
、｢

第
五
条
の
二
第
三
項
第
二
号｣

の
下
に｢

又
は
第
三
号｣

を
加
え
、
同
項
の
次
に
次
の
よ
う
に
加
え
る
。

( ) 令和３年12月21日 岐 阜 県 公 報 号 外 �５

三

法
第
十

八
条
第
一

項
に
規
定

す
る
認
定

長
期
優
良

住
宅
建
築

認
定
長

期
優
良

住
宅
容

積
率
制

限
特
例

許
可
申

外
の
住

宅

一
棟
の
戸
数
が

三
百
を
超
え
る

も
の

一
棟
の
戸
数
が

二
百
を
超
え
三

百
以
下
の
も
の

一
棟
の
戸
数
が

百
を
超
え
二
百

以
下
の
も
の

一
棟
の
戸
数
が

五
十
を
超
え
百

以
下
の
も
の

一
棟
の
戸
数
が

二
十
五
を
超
え

五
十
以
下
の
も

の 一
棟
の
戸
数
が

十
を
超
え
二
十

五
以
下
の
も
の

一
棟
の
戸
数
が

五
を
超
え
十
以

下
の
も
の

一
件
に

つ
き

一
件
に

つ
き

一
件
に

つ
き

一
件
に

つ
き

一
件
に

つ
き

一
件
に

つ
き

一
件
に

つ
き

一
件
に

つ
き

一
六
〇
、
〇
〇
〇

一
、
六
三
九
、
五
〇
〇

円(

増
改
築
に
係
る
も

の
に
あ
っ
て
は
、
二
、

四
五
七
、
五
〇
〇
円)

一
、
三
三
九
、
〇
〇
〇

円(

増
改
築
に
係
る
も

の
に
あ
っ
て
は
、
二
、

〇
〇
六
、
五
〇
〇
円)

九
三
八
、
〇
〇
〇
円

(

増
改
築
に
係
る
も
の

に
あ
っ
て
は
、
一
、
四

〇
五
、
五
〇
〇
円)

五
〇
八
、
五
〇
〇
円

(

増
改
築
に
係
る
も
の

に
あ
っ
て
は
、
七
六
一
、

〇
〇
〇
円)

二
九
七
、
〇
〇
〇
円

(

増
改
築
に
係
る
も
の

に
あ
っ
て
は
、
四
四
四
、

〇
〇
〇
円)

一
六
七
、
〇
〇
〇
円

(

増
改
築
に
係
る
も
の

に
あ
っ
て
は
、
二
四
九
、

五
〇
〇
円)

八
六
、
〇
〇
〇
円(

増

改
築
に
係
る
も
の
に
あ
っ

て
は
、
一
二
七
、
五
〇

〇
円)

円)

三
の
二

法
第
五
条
の
三
の

等
計
画
に

基
づ
く
建

築
に
係
る

住
宅
の
容

積
率
に
係

る
制
限
の

特
例
の
許

可
の
申
請

に
対
す
る

審
査

請
手
数

料

ク
ロ
ス
ボ
ウ
取

一
人
に

六
、
九
〇
〇
円
。
た
だ
し
、
現
に



別
表
第
一
六
の
表
六
の
項
中｢

銃
砲
等
の｣

を｢

銃
砲
等
又
は
刀
剣
類
の｣

に
、｢

外
国
人
銃
砲
等

所
持
許
可
申
請
手
数
料｣
を｢

外
国
人
銃
砲
刀
剣
類
等
所
持
許
可
申
請
手
数
料｣

に
改
め
、
同
表
七
の

項
の
次
に
次
の
よ
う
に
加
え
る
。

別
表
第
一
六
の
表
八
の
項
中｢

猟
銃
等
の｣

を｢

猟
銃
等
又
は
ク
ロ
ス
ボ
ウ
の｣

に
、｢

猟
銃
等
所

持
許
可
証
書
換
え
手
数
料｣

を｢

猟
銃
等
ク
ロ
ス
ボ
ウ
所
持
許
可
証
書
換
え
手
数
料｣

に
改
め
、
同
表

九
の
項
中｢

猟
銃
等
の｣

を｢

猟
銃
等
又
は
ク
ロ
ス
ボ
ウ
の｣
に
、｢
猟
銃
等
所
持
許
可
証
再
交
付
手

数
料｣

を｢

猟
銃
等
ク
ロ
ス
ボ
ウ
所
持
許
可
証
再
交
付
手
数
料｣

に
改
め
、
同
表
十
の
項
の
次
に
次
の

よ
う
に
加
え
る
。

別
表
第
一
六
の
表
に
次
の
よ
う
に
加
え
る
。

附

則

こ
の
条
例
は
、
令
和
四
年
三
月
十
五
日
か
ら
施
行
す
る
。
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十
七

法
第
九
条
の
十
六
第

十
の
二

法
第
七
条
の
三
第

一
項
に
規
定
す
る
ク
ロ
ス

ボ
ウ
の
所
持
の
許
可
の
更

新
の
申
請
に
対
す
る
審
査

七
の
二

法
第
七
条
第
一
項

た
だ
し
書
の
規
定
に
よ
る

ク
ロ
ス
ボ
ウ
の
所
持
に
係

る
許
可
証
へ
の
許
可
事
項

の
記
載
の
申
請
に
対
す
る

審
査

二
第
一
項
に
規
定
す
る
ク

ロ
ス
ボ
ウ
の
取
扱
い
に
関

す
る
講
習
会

ク
ロ
ス
ボ
ウ
射

ク
ロ
ス
ボ
ウ
所

持
許
可
更
新
申

請
手
数
料

ク
ロ
ス
ボ
ウ
所

持
許
可
証
記
載

申
請
手
数
料

扱
講
習
会
手
数

料

一
件
に

一
件
に

つ
き

一
件
に

つ
き

つ
き

九
、
三
〇
〇
円
。
た
だ
し
、
同
時

七
、
二
〇
〇
円(
新
た
な
許
可
証

の
交
付
を
伴
わ
な
い
も
の
に
あ
っ

て
は
、
六
、
八
〇
〇
円)
。
た
だ

し
、
同
時
に
一
を
超
え
る
許
可
の

更
新
を
申
請
す
る
場
合
に
お
け
る

当
該
一
を
超
え
る
許
可
の
更
新
に

係
る
も
の
及
び
同
時
に
七
の
二
の

項
に
規
定
す
る
許
可
事
項
の
記
載

の
申
請
を
す
る
場
合
に
あ
っ
て
は
、

四
、
八
〇
〇
円(

新
た
な
許
可
証

の
交
付
を
伴
わ
な
い
も
の
に
あ
っ

て
は
、
四
、
四
〇
〇
円)

六
、
八
〇
〇
円
。
た
だ
し
、
同
時

に
一
を
超
え
る
許
可
を
申
請
す
る

場
合
に
お
け
る
当
該
一
を
超
え
る

許
可
に
係
る
も
の
に
あ
っ
て
は
、

四
、
三
〇
〇
円

法
第
四
条
第
一
項
第
一
号
の
規
定

に
よ
る
許
可
を
受
け
て
い
る
ク
ロ

ス
ボ
ウ
を
所
持
し
て
い
る
者
に
あ
っ

て
は
、
三
、
〇
〇
〇
円

一
項
に
規
定
す
る
ク
ロ
ス

ボ
ウ
射
撃
資
格
の
認
定
の

申
請
に
対
す
る
審
査

撃
資
格
認
定
申

請
手
数
料

つ
き

に
一
を
超
え
る
認
定
を
申
請
す
る

場
合
に
お
け
る
当
該
一
を
超
え
る

認
定
に
係
る
も
の
に
あ
っ
て
は
、

五
、
六
〇
〇
円

令
和
三
年
十
二
月
二
十
一
日
発
行

岐
阜
市
薮
田
南
二
丁
目
一
番
一
号

発
行
者

岐

阜

県

発
行
所

岐

阜

県

庁

編

集

岐
阜
市
三
輪
ぷ
り
ん
と
ぴ
あ
十
三
―
一

岐

阜

文

芸

社


